
仕 様 書 

 

１．適用 

本仕様書は、自動車点検等業務(キャミ)（以下「本業務」という。）に適用

する。 

 

２．履行場所 

受注者の整備工場。ただし、対象車両の引渡場所は、岐阜県揖斐郡揖斐川町

上南方 165-10 とする。 

 

３．履行期間 

令和７年４月１日から令和８年１月 31 日まで 

 

４．業務内容 

（１）点検項目等 

  ① 継続検査（車検。実施期限は、令和７年６月 22 日まで） ※別紙参照 

  ② 中間点検（６ヶ月点検。実施時期は、令和７年 11 月を予定）※別紙参

照 

  ③ ①及び②のほか、自動車を良好な状態に維持するため必要な整備 

     

④ ノーマルタイヤへの履替作業（①に併せて行うものとする。） 

  ⑤ スタッドレスタイヤへの履替作業（②に併せて行うものとする。） 

 

（２）対象車両 

   トヨタ・キャミ（岐阜 502 な 4627）※登録年等は別添「車検証」を参照 

 

（３）点検等の費用に含まれる範囲 

① 車検については、自賠責保険料、自動車重量税、継続検査手数料（印紙

代）その他諸手続に係る一切の費用を見積もるものとし、通常必要となる

消耗品の補充（ブレーキオイル、冷却水等）及び整備（エンジン及び下回

りスチーム洗浄、下回り防錆塗り塗装等）を含むものとする。 

② ６ヵ月点検については、点検及び整備並びに諸手続きに係る一切の費用

を見積もるものとし、エンジンオイル、オイルエレメント、ウォッシャー

液、ワイパー及びドレンコックパッキンの補充、交換等を含むものとする。 

③ 点検等の結果、別途修理、部品交換等が必要な場合には、発注者と受注

者との間で協議の上、変更契約の対象とする。 

 

５．その他 

本仕様書に明記のない事項又は疑義が生じた場合には、発注者と受注者との

間で協議の上、決定するものとする。 

以上 



別紙（必要な項目・数量等）

○２４ヶ月定期点検
【点検整備取替部品・数量】
・エンジンオイル 交換 ４L
・オイルフィルタ 交換 １個
・ドレンコックパッキン 交換 １個
・ウォッシャー液 補充 １本
・F.ワイパーブレードゴム 交換 １S
・R.ワイパーブレードゴム 交換 １本

○６ヶ月定期点検
【点検整備取替部品・数量】
・エンジンオイル 交換 ４L
・オイルフィルタ 交換 １個
・ドレンコックパッキン 交換 １個
・ウォッシャー液 補充 １本
・F.ワイパーブレードゴム 交換 １S
・R.ワイパーブレードゴム 交換 １本
・夏タイヤ 取り外し ４本
・冬タイヤ 履き替え ４本



【別添】



【別添】


